
 

 
○狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例施行規則（平成15年3月31日規則第第10号）

○狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例施行規則 

平成15年３月31日規則第10号 

改正 

平成19年３月30日規則第８号 

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は，狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例（平成15年条例第１号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（市民参加提案手続き） 

第２条 条例第６条第２項の規定に基づき，市民参加の手続きの方法についての提案（以下「方法提

案」という。）を市の実施機関に行う者（以下「提案者」という。）は，狛江市民30人以上の賛同

者の署名を添付した狛江市市民参加方法提案書（様式第１号）により，申請するものとする。ただ

し，市の実施機関が既に市民参加の手続きを行っている場合は，計画の遂行に支障が生じない範囲

での提案に努めるものとする。 

２ 市の実施機関は，前項の申請が次の各号の条件を満たすと判断した場合は，当該申請を受理する

ものとする。 

(１) 提案者及び賛同者が狛江市在住，在勤又は在学であること。 

(２) 提案者及び賛同者が申請提出日において18歳以上であること。ただし，18歳未満の者を対象

とする行政活動に対する方法提案の場合は，当該行政活動の対象者を18歳以上とみなす。 

３ 市の実施機関は，方法提案を受理してから４週間以内に狛江市市民参加と市民協働に関する審議

会（以下「審議会」という。）に諮問するものとする。 

４ 市の実施機関は，審議会からの答申を受け，方法提案を採用か否かについて判断を行い，その結

果を速やかに狛江市市民参加方法提案結果通知書（様式第２号）により，提案者に通知するものと

する。 

５ 市の実施機関は，提案者に通知した後，審議結果を狛江市公式ホームページ（以下「ホームペー

ジ」という。）で公表するとともに，方法提案を採用する場合は，結果通知後４週間以内に市民参

加の手続きを行うものとする。 

（公聴会） 

第３条 条例第16条の規定に基づき，公述人として意見を述べることを希望する者は，意見の要旨及

び理由（以下「書面」という。）を当該公聴会を実施する市の実施機関へ提出しなければならない。 

（公述人） 

第４条 市の実施機関は，前条に規定する書面を提出した者を公述人とする。ただし，書面に記載さ

れた意見の内容が，当該公聴会の事案に関係がないときは，この限りでない。 

２ 前項の場合において，同じ趣旨の意見が多数提出されたときは，それらの意見を提出した者の中

から市の実施機関が公述人を決定するものとする。 

３ 市の実施機関は，前２項の規定により公述人を決定したときは，速やかにその旨を本人に通知す

るものとする。 

（参考人の招致） 

第５条 市の実施機関は，必要に応じ，公聴会に学識経験者，市職員等を参考人として招致すること

ができる。 

（意見陳述） 

第６条 公聴会において議長は，市の原案に異議がある公述人から順に，その意見及び理由を陳述さ

せるものとする。 

２ 公述人及び参考人は，その発言にあたっては議長の許可を受けなければならない。この場合にお

いて，議長は，発言時間に制限を設けることができる。 

３ 議長は，傍聴人の発言を許可することができる。 

４ 議長及び参考人は，公述人及び発言を許可された傍聴人に質問をすることができる。 

５ 公述人及び発言を許可された傍聴人は，他の者に質問をすることができない。 



 

６ 公述人及び参考人並びに発言を許可された傍聴人は，事案の範囲を超えて発言することはできな

い。 

７ 公述人は，議長の許可を得て，陳述に代えて文書を提出し，又は代理人に陳述させることができ

る。 

（公聴会の秩序） 

第７条 議長は，事案の範囲を超えて発言する者，若しくは公聴会の秩序を乱す者に対して発言の中

止又は退場を命ずることができる。 

（財政的援助） 

第８条 条例第24条に規定する財政的支援は，次の各号に掲げるものとする。 

(１) 補助金 

(２) 利子補給金 

(３) 交付金 

(４) 報償金 

(５) 市税の減免 

(６) その他市長が必要と認めたもの 

２ 前項に規定する財政的支援は，狛江市補助金等交付規則（昭和43年規則第８号）の規定に準じて

行うものとする。 

（市民協働事業提案手続き） 

第９条 条例第27条第２項の規定に基づき，市民協働事業についての提案（以下「事業提案」という。）

を市の実施機関に行う団体（以下「提案団体」という。）は，条例第28条に基づき登録されている

団体とする。ただし，複数の登録団体が共同して提案を行うこともできるものとする。 

２ 事業提案の対象は，提案団体が市の実施機関と行う協働事業であって，次の条件を満たすものと

する。 

(１) 狛江市内で行われる事業であること。 

(２) 提案した翌年度に実施可能な事業であること。 

(３) 地域社会の発展又は地域の課題や社会課題の解決が期待できる事業であること。 

(４) 協働で実施することにより，より大きな効果が期待できる事業であること。 

(５) 協働で実施することが制度的に可能であり，その役割分担が明確かつ適切な事業であること。 

(６) 単年度で完了する事業であること。ただし，年度ごとの申請と選考により連続して提案する

ことができる。 

３ 事業提案の募集方法は，別に定める。ただし，各年度において提案団体１団体につき１事業まで

の応募とする。また，共同して提案を行った各構成団体は，同年度において別の提案はできないこ

ととする。 

（結果の通知等） 

第10条 市の実施機関は，審議会からの答申を受けたときは，事業提案の実施が望ましいか否かにつ

いての判断を行い，その結果を速やかに狛江市市民協働事業提案結果通知書（様式第３号）により

提案団体に通知するとともに，ホームページで公表する。なお，事業提案に係る事業を所管する審

議会等が存在する場合は，答申を受けた後に市の実施機関は，当該審議会等に対し，事業提案につ

いての意見を聴くことができる。 

（協議及び調整等） 

第11条 市の実施機関が，実施が望ましいと判断した事業提案については，提案団体と市の担当部署

で協議及び調整を行い，事業化に向けて努めるものとする。なお，市民協働担当課は，必要に応じ

て，協議及び調整に参加することができるものとする。 

２ 前項の協議及び調整は，前条の通知から３月以内を目途として行うこととする。ただし，提案団

体と市の担当部署で合意がある場合はこの限りでない。 

３ 協議及び調整が整い，かつ，予算化が図られた場合は，事業の実施前に提案団体と市の担当部署

は事業を実施する上で相互に遵守しなければならない事項を規定した市民協働事業に関する協定書

を締結しなければならない。 

（事業報告書） 

第12条 市民協働事業が実施された場合，市の担当部署は事業の終了後８週間以内に事業報告書を作



 

成し，閲覧に供するとともにホームページで公表するものとする。 

（団体登録） 

第13条 条例第28条第２項に規定する申請書は，市民公益活動団体登録申請書（第４号様式）による。 

２ 同条第３項に規定する団体の要件は，次の各号に定める要件を基準とし，市長が登録を認めたと

きは，市民公益活動団体登録書（第５号様式）により通知し，認められないときは市民公益活動団

体登録について（不認可）（第６号様式）により通知するものとする。 

(１) 過去の活動実績等から活動分野における活動能力及び社会的信用があり，認定後も安定した

活動を継続的に行うことができると認められる団体 

(２) 市と協働して公益に資する活動を行う団体であること。 

３ 同条第４項の規定により，既に提出した市民公益活動団体登録申請書の内容について，変更が生

じたとき，又は団体が解散したときは，速やかに市民公益活動団体変更届（第７号様式）を提出す

るものとする。 

４ 同条第５項の規定により，登録の取消しをしたときは，ただちに市民公益活動団体登録抹消通知

書（第８号様式）により通知するものとする。 

（書類の閲覧） 

第14条 条例第29条に規定する書類等の公開は，市長が定める場所において行うものとする。 

（分科会） 

第15条 条例第30条第２項第４号の事項を検討するため，審議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会の委員は，７人以内をもって構成する。 

３ 分科会の運営は，審議会に準じて行うものとする。 

（事務処理） 

第16条 この規則に基づき，行われる各種の事務手続き及び書類の保管は，それぞれの実施機関が行

うものとする。 

（委任） 

第17条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成15年４月１日から施行する。 

付 則（平成19年３月30日規則第８号） 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

第１号様式～第５号様式（省略） 


